
と

法
人
の
口
座
開
設
に
お
い
て

は
、
マ
ネ
ロ
ン
等
に
よ
る
口

座
の
不
正
利
用
を
未
然
に
防
ぐ
と
い

う
観
点
か
ら
個
人
の
口
座
開
設
以
上

に
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

受
付
で
は
個
人
の
場
合
と
同
様

に
、
自
行
庫
と
の
取
引
は
初
め
て

か
、
必
要
書
類
が
揃
っ
て
い
る
か
を

確
認
し
ま
す
。
ま
た
法
人
口
座
の
場

合
は
、
個
人
よ
り
口
座
開
設
ま
で
に

時
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
る
点
も
お

伝
え
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

個
人
の
場
合
と
異
な
る

個
人
の
場
合
と
異
な
る

確
認
事
項
と
は
？

確
認
事
項
と
は
？

口
座
開
設
時
に
お
け
る
手
続
き
の

中
で
最
も
重
要
と
な
る
の
が
、
取
引

時
確
認
を
含
め
た
各
種
確
認
の
実
施

で
す
。
中
で
も
取
引
時
確
認
で
は
、

個
人
の
口
座
開
設
と
異
な
る
点
が
多

い
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

㋐
本
人
特
定
事
項
の
確
認

当
事
項
証
明
書
や
印
鑑
登
録
証
明

書
な
ど
の
公
的
書
類
に
よ
り
、
名
称

や
所
在
地
、
企
業
の
代
表
者
な
ど
を

確
認
し
ま
す
。
事
業
所
の
所
在
地
が

自
店
の
影
響
区
域
と
照
ら
し
て
合
理

性
が
あ
る
か
に
つ
い
て
も
チ
ェ
ッ
ク

し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

㋑
事
業
内
容
・
取
引
目
的
の
確
認

事
業
内
容
は
定
款
や
登
記
事
項
証

明
書
な
ど
で
確
認
し
ま
す
。
マ
ネ
ロ

ン
等
対
策
の
観
点
か
ら
も
事
業
内
容

を
き
ち
ん
と
明
ら
か
に
す
る
よ
う
、

書
類
の
確
認
に
加
え
必
要
で
あ
れ
ば

ヒ
ア
リ
ン
グ
す
る
こ
と
も
重
要
に
な

る
で
し
ょ
う
。

取
引
目
的
は
申
告
に
よ
り
確
認
に

し
ま
す
。
設
立
日
を
確
認
し
経
過
し

て
い
る
場
合
は
、「
い
ま
当
行
で
口

座
開
設
す
る
理
由
は
な
に
か
」
を
考

え
る
こ
と
も
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
と
な

り
ま
す
。

㋒
取
引
担
当
者
の
確
認

来
店
者
の
本
人
特
定
事
項
を
確
認

の
う
え
、
当
該
法
人
と
の
関
係
を
明

ら
か
に
し
ま
す
。
来
店
者
が
代
表
者

の
場
合
は
、
公
的
書
類
で
確
認
、
担

当
者
の
場
合
は
電
話
や
訪
問
で
確
認

し
ま
す
。

㋓
実
質
的
支
配
者
の
確
認

実
質
的
支
配
者
と
は
、
法
人
の
事

業
経
営
を
実
質
的
に
支
配
す
る
こ
と

が
可
能
な
人
物
の
こ
と
で
す
。
ほ
と

ん
ど
の
場
合
、
代
表
者
に
な
り
ま
す

が
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
。

実
質
的
支
配
者
と
代
表
者
が
異
な

る
場
合
は
、
マ
ネ
ロ
ン
等
リ
ス
ク
の

あ
る
取
引
も
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
実

質
的
支
配
者
の
本
人
特
定
事
項
に
つ

い
て
も
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

㋔
資
産
お
よ
び
収
入
状
況
の
確
認

マ
ネ
ロ
ン
等
リ
ス
ク
が
生
じ
る
懸

念
が
な
い
か
財
務
諸
表
等
を
徴
求
し

て
確
認
し
ま
す
。

ま
た
法
人
の
口
座
開
設
時
の
手
続

き
で
は
、
当
該
法
人
の
実
態
が
あ
る

か
、
実
地
調
査
等
で
確
認
し
ま
す
。

外
見
上
、
事
業
実
態
が
確
認
で
き
な

い
場
合
や
不
審
な
点
が
あ
る
場
合
に

は
慎
重
な
対
応
が
必
要
で
す
。

以
上
を
含
め
、
法
人
の
口
座
開
設

は
多
く
の
確
認
と
検
証
を
経
て
可
否

を
判
断
し
ま
す
。
特
に
こ
れ
ま
で
来

店
の
な
か
っ
た
一
見
客
の
場
合
は
、

即
日
で
は
な
く
時
間
を
か
け
た
検
討

が
必
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。

ここでは、法人の口座開設時の手続きの流れと確認事項のポイントを解説します。

法人の口座開設時における
手続きの流れ手続きの流れとポイント

フロー図法人の口座開設時における手続きの流れ
申込受付
自行庫との取引は初めてか／必要書類は揃っているか確認
法人口座は開設まで時間がかかるケースがあることを伝える

1

法人の実態調査
当該法人の実態などを現地調査や財務諸表、必要であれば許認可証の提示を
受け実態があるか、申告されたとおりの事業を行っているか確認する

3

確認の結果に基づくリスク判断の実施
これまでの各種確認の結果からリスクを特定のうえ、それを低減する
措置や取引実行が可能かを上席者や本部が判断

4

口座開設オペレーション
お客様情報の登録や口座開設・入金処理などを行い、
通帳を作成。記載内容を確認する

5

通帳の交付
通帳に記載された法人名や入金金額を確認してもらう

6

各種確認の実施
取引時確認
㋐本人特定事項の確認
　（名称や事務所の所在地を書類の提示により確認）
㋑事業内容・取引目的の確認
　（事業内容を書類の提示で確認／取引目的を申告により確認）
㋒取引担当者の確認
　（来店した担当者について、本人特定事項の確認・法人のために取引の
　任にあたっていることを確認）
㋓実質的支配者の本人特定事項の確認
㋔資産および収入状況の確認
そのほか…
　外国 PEPs でないことの確認
　反社会的勢力でないことの確認
　FATCAに基づく確認
　CRS に基づく確認
　法人番号の届け出に関する確認

2
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